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答  申 

 

 

審査請求人（以下「請求人」という。）が提起した生活保護法（以下

「法」という。）７８条１項の規定に基づく徴収金額決定処分に係る審

査請求について、審査庁から諮問があったので、次のとおり答申する。 

 

第１ 審査会の結論 

本件審査請求については、棄却すべきである。 

 

第２ 審査請求の趣旨 

本件審査請求の趣旨は、○○区長（以下「処分庁」という。）

が、請求人に対し、令和３年１０月２８日付けの通知書（以下「本

件処分通知書」という。）により行った徴収金額決定処分（徴収決

定額６，６１３，２９２円。内容は別紙１のとおり。以下「本件処

分」という。）について、その取消しを求めるものである。 

 

第３ 請求人の主張の要旨 

請求人は、おおむね以下の理由により、本件処分の違法又は不当

を主張している。 

１ 行政手続法違反 

⑴ 事前の弁明の機会の欠如   

本件処分のような不利益を与える行政処分については、行政手続

法１３条による弁明の機会を付与することが不可欠であるが、本

件処分はそれを欠いている。弁明の機会を付与しなかった結果、

実際の渡航額等が認定額よりも安いものであったことなど、結果

にも影響を及ぼすものであって、その手続的瑕疵は極めて重大で

ある。 

⑵   理由附記の欠如   

本件処分のような不利益を与える行政処分については、行政手

続法１４条による理由附記が必要であり、その程度については、

いかなる事実関係に基づきいかなる法規を適用したかを理由附記
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の記載自体から了知しうるものでなければならない。 

しかし、本件処分では、海外渡航費用の申告を怠ったことをも

って直ちに不正としており、いかなる事実関係に基づくものか了

知できない。 

２ 法７８条該当性がないこと   

⑴ 「不実の申請その他不正の手段によって」保護を受けた事実が

ないこと   

本件は、請求人としては、○○で就職する目的で、○○の就

職先から渡航の手配を受け、○○に渡航したものである。その

際に、現金の授受はなく、相手方が手配してくれた渡航費が収

入となる認識もなく、収入があるのにそれを隠すという故意を

有したこともない。 

請求人の海外渡航は、就職活動のためのものであるので、

「不実の申請その他不正の手段により保護を受けていた」こと

に該当しない。  

また、請求人は平成３０年９月２５日に「渡航しない」との

誓約書を出したが、同日にはじめて海外渡航の際に届出義務が

あることを知った。したがって、同日までは届出義務違反はな

い。  

⑵ 自立更生に当てられる額は収入として認定されるべきでないこ

と   

仮に渡航費が臨時的収入となる場合であっても、それは自立

更生のために当てられる額及び８，０００円を超える部分につ

いてのみ、収入として認定するべきである。また、本件処分に

おいては、処分庁が自立更生についての助言及び調査をしてい

ない違法がある。 

⑶   収入認定対象額の算定が誤っていること   

本件処分では、○○区職員が海外渡航する場合の航空代金及

び宿泊費の基準に基づいて算定しているが、その算出根拠は不

適切である。実際には無料で宿泊しており、航空代金及び宿泊

費の算定も誤っている。 

 

第４ 審理員意見書の結論 

本件審査請求は理由がないから、行政不服審査法４５条２項によ
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り、棄却すべきである。 

 

第５ 調査審議の経過 

   審査会は、本件諮問について、以下のとおり審議した。 

年 月 日 審議経過 

令和６年 ４月２３日 諮問 

令和６年 ７月１７日 審議（第９０回第３部会） 

令和６年 ８月１６日 審議（第９１回第３部会） 

 

第６ 審査会の判断の理由 

審査会は、請求人の主張、審理員意見書等を具体的に検討した結

果、以下のように判断する。 

１ 法令等の定め   

⑴ 保護の基本原理 

法４条１項は、保護は、生活に困窮する者が、その利用し得る

資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持の

ために活用することを要件として行われるとする。そして、法８

条１項は、保護は、厚生労働大臣の定める基準により測定した要

保護者の需要を基とし、そのうち、その者の金銭又は物品で満た

すことのできない不足分を補う程度において行うものとする。 

⑵ 福祉事務所長等の調査権 

法２９条１項１号は、保護の実施機関及び福祉事務所長は、保

護の決定又は実施のために必要があると認めるときは、要保護者

の資産及び収入の状況等につき、官公署等に対し必要な書類の閲

覧若しくは資料の提供を求め、又は要保護者その他の関係人に、

報告を求めることができるとする。 

⑶ 被保護者の届出義務 

法６１条は、被保護者は、収入、支出その他生計の状況につい

て変動があったとき、又は居住地若しくは世帯の構成に異動があ

ったときは、速やかに、保護の実施機関又は福祉事務所長にその

旨を届け出なければならないとする。 

⑷ 不正受給に係る保護費等の徴収 

ア 法７８条１項は、不実の申請その他不正な手段により保護を

受け、又は他人をして受けさせた者があるときは、保護費を支
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弁した市町村の長は、その費用の額の全部又は一部を、その者

から徴収するほか、その徴収する額に１００分の４０を乗じて

得た額以下の金額を徴収することができるとする。 

イ 「生活保護行政を適正に運営するための手引について」（平

成１８年３月３０日付社援保発第０３３０００１号厚生労働省

社会・援護局保護課長通知）Ⅳ・４・⑴は、法７８条１項にい

う「不実の申請その他不正な手段」とは、「積極的に虚偽の事

実を申し立てることはもちろん、消極的に事実を故意に隠蔽す

ることも含まれる。刑法２４６条にいう詐欺罪の構成要件であ

る人を欺罔することよりも意味が広い。」とする。  

ウ 「生活保護費の費用返還及び費用徴収決定の取扱いについ

て」（平成２４年７月２３日社援保発０７２３第１号厚生労働

省社会・援護局保護課長通知。以下「費用返還通知」とい

う。）３・①ないし④は、法７８条の条項を適用する際の基準

として、「保護の実施機関が被保護者に対し、届出又は申告に

ついて口頭又は文書による指示をしたにもかかわらず被保護者

がこれに応じなかったとき」、「届出又は申告に当たり明らか

に作為を加えたとき」、「届出又は申告に当たり特段の作為を

加えない場合でも、保護の実施機関又はその職員が届出又は申

告の内容等の不審について説明等を求めたにもかかわらずこれ

に応じず、又は虚偽の説明を行ったようなとき」及び「課税調

査等により、当該被保護者が提出した収入申告書が虚偽である

ことが判明したとき」を挙げている。  

また、費用返還通知４は、①不正が悪質、巧妙であるとき、

②過去に不正受給を繰り返し行っていたり、必要な調査に協力

しないなどの状況があるとき、③不正受給期間が長期にわたる

ものであるときといった状況が認められるような場合は、徴収

金の加算措置の適用が妥当であると考えられるとし、加算措置

を適用するか否かの判断に当たっては、発覚後、事実確認に協

力的であることや不正に受給した金銭の返還に積極的に応じる

意向を示すなどの状況についても合わせて考慮することとし、

保護の実施機関が設置するケース診断会議等において総合的に

検討を行う必要があるとする。  

そして、法７８条に基づく費用徴収決定の場合は、法６３条
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に基づく費用返還の場合と異なり、徴収対象額から被保護世帯

の自立更生に当てられる額を控除できる旨の定めはない（費用

返還通知１及び３参照）。 

エ 「生活保護問答集について」（平成２１年３月３１日付厚生

労働省社会・援護局保護課長事務連絡。以下「問答集」とい

う。）問１３－２３・答⑶は、法７８条を適用する場合に関

し、「保護の実施要領に定める収入認定の規定は、収入状況に

ついて適正に届出が行われたことを前提として適用されるもの

である。したがって、意図的に事実を隠蔽したり、収入の届出

を行わず、不正に保護を受給した者に対しては、各種控除を適

用することは適当ではなく、必要最小限の実費を除き、全て徴

収の対象とすべきである。」とする。  

⑸ 海外渡航の場合の取扱い 

ア 「生活保護法による保護の実施要領の取扱いについて」（昭

和３８年４月１日社保第３４号厚生省社会局保護課長通知。以

下「取扱通知」という。）第１０・問１９・答は、被保護者が

海外に渡航した場合の生活保護の取扱いについて、「当該被保

護者は渡航費用を支出できるだけの額の、本来その最低生活の

維持のために活用すべき金銭を有していたことから、当該渡航

費用のための金銭は収入認定の対象となる」とし、その収入認

定は、その交通費及び宿泊費に充てられる額について行うこと

とする。  

そして、以下の目的で、概ね２週間以内の期間で海外へ渡航

する場合には、その使途が必ずしも生活保護の趣旨目的に反す

るものとは認められないため、当該渡航費用の全額を収入認定

しないものとして差し支えないとする。 

・ 親族の冠婚葬祭、危篤の場合及び墓参 

・ 修学旅行 

・ 公的機関が主催する文化・スポーツ等の国際的な大会への

参加（選抜又は招待された場合に限る。） 

・ 高等学校等で就学しながら保護を受けることができるもの

とされた者の海外留学であって世帯の自立助長に効果的であ

ると認められる場合 

イ 東京都福祉保健局生活福祉部保護課が作成した「生活保護運
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用事例集２０１７」（以下「運用事例集」という。）問８－３

６「海外渡航者の海外滞在期間中の保護の取扱い」は、上記取

扱通知に示された、渡航費用の全額を収入認定しないものとし

て差し支えない場合の海外渡航の目的に、 

「・福祉的就労をしている者の職場旅行 

・その他、社会通念上やむを得ないと実施機関が判断した場

合」 

を加え（問８－３６・２・⑴）、さらに、 

「 上記以外の目的で海外渡航をした場合（例：観光旅行、職

場の親善旅行、治療目的の海外渡航等）には、その使途が生

活保護の趣旨目的に反することとなるため、渡航費用の範囲

内で収入認定を行う。（中略）なお、この場合の取扱いは保

護費のやりくりによる預貯金等で渡航費用を賄う場合に限ら

れる。他からの援助等で渡航費用を賄う場合には次官通知第

８－３－⑶－エに該当しないものとして、援助等の全額を収

入認定する。」 

とする（問８－３６・２・⑵）。  

ウ 「被保護者が海外に渡航した場合の取扱いについて」（平成

２０年４月１日社援保発第０４０１００６号厚生労働省社会・

援護局保護課長通知。以下「海外渡航通知」という。）１は、

実施機関は、被保護者から渡航に先立ち、渡航先、渡航目的及

び日程並びに費用及びその捻出方法等について記載した書面を

提出させることとし、同２・⑵・ウは、渡航費用に係る領収書

等の挙証資料に基づき当該渡航費用を確定し、収入認定額を算

出すること、これにより難い場合は、「旅行会社等から見積も

りを徴収するなどの方法で渡航費用を確定すること」とし、

「旅行会社等から見積もりを徴収するなどの方法によっても、

渡航費用の確定が困難な場合については、当該都道府県又は市

町村における『海外出張の際に適用される旅費及び日当の基準

（旅費等に関する規則等）』に基づき算出された額を渡航費用

とする。」とする。  

エ 職員の旅費に関する条例（昭和○○年○○区条例第○○号。

以下「区旅費条例」という。）は、公務のために旅行する職員

の旅費に関し諸般の基準を定めるものとし（１条１項）、旅費
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は最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費

により計算するとし（７条）、外国旅行の場合の宿泊料で最も

低い基準を１１，６００円とする（別表第２・⑴）。  

⑹ 公債権の消滅時効 

地方自治法２３６条１項前段は、金銭の給付を目的とする普通

地方公共団体の権利は、時効に関し他の法律に定めがあるものを

除くほか、これを行使することができる時から５年間行使しない

ときは、時効によって消滅するとする。  

⑺ 取扱通知等の位置付け 

取扱通知及び海外渡航通知は、地方自治法２４５条の９第１項

及び３項の規定に基づく処理基準であり、費用返還通知は、地方

自治法２４５条の４第１項の規定に基づく技術的な助言である。 

問答集は、生活保護制度の具体的な運用・取扱いについて問答

形式により明らかにするものであり、実務の適切な遂行に資する

ものとして、その内容も妥当なものであると認められる。 

また、運用事例集による上記取扱いは、取扱通知の収入認定の

取扱いの基準を補足するものとして、合理性が認められる。 

２ 本件処分についての検討 

⑴ 法７８条１項該当性について 

被保護者の海外渡航については事前の届出が必要であるところ

（１・⑸・ウ）、請求人は、保護開始時に、保護のしおりにより、

海外渡航には事前の届出が必要であることの説明を受け、また、

平成２９年１２月２１日にも、担当職員から、海外渡航の場合に

事前の申告が必要であることを伝えられていながら、担当職員か

ら出入国管理局の調査結果を示されるまで、海外渡航の事実を否

定していた。さらに、平成３０年９月２５日に「保護受給期間中

に渡航しない」旨の誓約書を処分庁に提出した後も、無断で海外

渡航を続けていた。 

そして、請求人の海外渡航は、平成２５年６月から令和元年１

１月までの間で計６１回に及ぶところ、１回目から６０回目まで

の渡航の目的を無償労働とし、６１回目の渡航の目的を友人の見

舞いとする処分庁の認定は、請求人からの聞き取りのほかに、請

求人から渡航費用及びその捻出方法に係る挙証資料が提出されて

いないことからすれば、合理性を欠くものということはできない。
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そうすると、当該海外渡航のための金銭は、取扱通知及び運用事

例集において示された、収入認定しない場合の例外的な取扱いに

該当するとは認められないから、生活保護の趣旨目的に反するも

のとして、渡航費用の範囲内で収入認定の対象とすべきである

（１・⑸・ア及びイ）。 

以上のことから、請求人が所長に無断で海外渡航したことは

「消極的に事実を故意に隠蔽する」（１・⑷・イ）に該当し、

「保護の実施機関が被保護者に対し、届出又は申告について口頭

又は文書による指示をしたにもかかわらず被保護者がこれに応じ

なかったとき」（同・ウ）に該当するというべきであるから、請

求人の海外渡航に係る費用は、法７８条１項の「不実の申請その

他不正な手段により保護を受け」たものと判断するのが相当であ

る。 

⑵ 返還の範囲について 

本件処分は令和３年１０月２８日付けで行われているところ、

消滅時効にかからない平成２８年１１月１日からの支給済保護費

について処分庁が返還を求めたことは、適正な処理である（１・

⑹）。 

⑶   徴収対象額について 

出入国管理局からの出入国実績の調査回答書によれば、請求人

の海外渡航の実績は、別紙３のとおりであり、そのうち消滅時効

にかからない部分の海外渡航は、平成２８年１１月１５日からの

３４回（宿泊日数２９０日）である。 

処分庁は、請求人から渡航先及び渡航費用の挙証資料が提出さ

れなかったことから、渡航先不明の日程は○○の○○に渡航した

ものとみなして、区旅費条例を基準として、①航空代金について

は、最も経済的な通常の経路及び方法で航空券を入手したものと

して航空券販売業者の料金を参考にして算出し、②宿泊費につい

ては、外国旅行の場合の宿泊料で最も低い基準である１１，６０

０円を適用して、渡航費用を算出し、不正収入額を４，７２３，

７８０円と算出した（別紙２参照）。 

渡航費用の確定が困難な場合については、当該市町村における

「海外出張の際に適用される旅費及び日当の基準」に基づき算出

された額を渡航費用とするとされていること（１・⑸・ウ）から
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すれば、上記の算出方法は、適正なものと認められ、違算も認め

られない。 

そして、上記不正収入額４，７２３，７８０円は、当該期間に

おける支給済保護費（７，５０１，１１０円）を下回るのである

から、その全額が法７８条１項の規定による徴収対象額となる。 

⑷ 加算措置について 

請求人は処分庁から渡航先及び渡航費用に係る資料の提出を求

められても応じず、不正受給期間も長期（平成２５年６月から令

和元年１１月までの６年６か月間）で、不正収入額も高額であ

り、平成３０年９月２５日に「保護受給期間中に渡航しない」旨

の誓約書を提出した後も無断渡航を繰り返していた。 

そうすると、費用返還通知４に則って、ケース診断会議を経

て、法７８条１項の規定に基づき、１００分の４０の割合による

加算措置を適用した処分庁の判断に不合理な点は認められない。  

⑸ 小括 

以上によれば、本件処分は、上記１の法令等の規定に従って適

正に行われたものであるから、違法又は不当な点は認められな

い。 

３ 請求人の主張についての検討 

⑴ 請求人は、上記第３・１のとおり、本件処分は、事前の弁明の

機会の欠如及び理由附記の欠如により、行政手続法に違反する旨

主張する。 

しかし、本件処分は、一定の額の金銭の納付を命じる不利益処

分（行政手続法１３条２項４号）に該当するため、弁明の機会を

付与する必要はない。また、本件処分通知書に示された本件処分

の理由等は、別紙１のとおりであって、請求人が平成２５年６月

から令和元年１１月までの６年６か月間に、届出義務に違反し、

無断海外渡航を６１回繰り返し、その費用の申告を怠っていたこ

とを理由として本件処分が行われたことが示されており、さらに

徴収決定額の算出方法、適用条文等が明らかにされていることか

らすれば、処分の理由として不十分とはいえない。 

請求人の主張は独自の見解というほかなく、採用することはで

きない。  

⑵ア 請求人は、上記第３・２のとおり、就職活動のための海外渡
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航であり、相手方が手配してくれた渡航費が収入となる認識は

なく、それを隠すという故意もない、また、平成３０年９月２

５日の誓約書を出すまでは届出義務があることを知らなかった

から同日までは届出義務違反はない、よって「不実の申請その

他不正の手段によって」保護を受けた事実がない旨主張する。 

しかし、上記２・⑴で述べたとおり、請求人は、保護開始時

に、保護のしおりにより、海外渡航の場合に申告義務があるこ

とを説明され、また、平成２９年１２月２１日にも、担当職員

から、海外渡航の場合に申告が必要であることを伝えられてい

たのであるから、海外渡航の事実を申告しなかったことは、消

極的に事実を故意に隠蔽するものである。 

そして、海外渡航の場合は、「被保護者は渡航費用を支出で

きるだけの額の、本来その最低生活の維持のために活用すべき

金銭を有していたことから、当該渡航費用のための金銭は収入

認定の対象となる」ものであり（１・⑸・ア）、他からの援助

等で渡航費用を賄う場合には援助等の全額が収入認定の対象と

なるものである（同・イ）。 

請求人は、届出義務の説明を受けていながら、６１回の海外

渡航について処分庁に一切届出せず、渡航先並びに渡航費用及

びその捻出方法を証する資料を全く提出していないのであるか

ら、渡航費用の額について「不実の申請その他不正な手段によ

って」保護を受けていたというほかはない。 

したがって、請求人の主張を採用することはできない。 

イ 請求人は、仮に渡航費が臨時的収入となる場合であっても、

それは自立更生のために充てられる額及び８，０００円を超え

る部分についてのみ、収入として認定するべきである旨主張す

る。 

しかし、法７８条を適用する場合については、自立更生に当

てられる額を控除できる旨の定めはなく（１・⑷・ウ）、また、

各種控除を適用することは適当でないとされている（同・エ）。 

したがって、請求人の主張を採用することはできない。 

ウ 請求人は、〇〇区職員が海外渡航する場合の航空代金及び宿

泊費の基準に基づいて算定している収入認定対象額の算出根拠

は不適切である（実際には無料で宿泊しており、航空代金及び
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宿泊費の算定も誤っている。）旨主張する。 

しかし、海外渡航通知によれば、渡航費用の確定が困難な場

合については、当該市町村における「海外出張の際に適用され

る旅費及び日当の基準」に基づき算出された額を渡航費用とす

るとされているところ（１・⑸）、請求人から航空代金及び宿

泊費に係る挙証資料が提出されていない本件において、処分庁

が区旅費条例に基づき算出した額を渡航費用としたことが適正

であることは上記２・⑶で述べたとおりである。  

したがって、請求人の主張を採用することはできない。 

４ 請求人の主張以外の違法性又は不当性についての検討 

その他、本件処分に違法又は不当な点は認められない。 

 

以上のとおり、審査会として、審理員が行った審理手続の適正性や法

令解釈の妥当性を審議した結果、審理手続、法令解釈のいずれも適正に

行われているものと判断する。 

よって、「第１ 審査会の結論」のとおり判断する。 

 

（答申を行った委員の氏名） 

山田攝子、青木淳一、澄川洋子 

 

別紙１ないし別紙３（略）


